
報 酬 の 算 定 構 造  介 護      口又  
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介隻サー 

Ⅰ指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造  

1訪問介護費  

2 訪問入浴介護費  

3 訪問看護費  

4 訪問リハビリテーション費  

5 居宅療養管理指導責  

6 適所介護費  

7 適所リハビリテーション費  

8 短期入所生活介護費  

9 短期入所療養介護費  

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費  

口 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費  

ハ 療養病床を有する診療所における短期入所療養介護費  

二 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費  

ホ 基準適合診療所における短期入所療養介護費  

10 特定施設入居者生活介護費  

11福祉用具貸与費   

Ⅱ 指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造  

居宅介護支援費   

Ⅲ 指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造  

1介護福祉施設サービス  

2 介護保健施設サービス  

3 介護療養施設サービス  

イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス  

ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス   

／ヽ 老人性認知症疾患療養病床を有する病院における介護療養施設サービス   



Ⅰ指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造  

・‥平成18年4月改正箇所  

（詳細については、別紙1榔こつい  
てIP13、14を参照。）  

1訪問介護費  

夜間若しくは早  
朝の場合又は  
深夜の場合  

護員等による  

2人の訪問介  場合  

3級訪問介護  
具により行われ  
る場合  

身体介護の（1）  

～（3）に引き続  

き生活援助を  
行った場合  

基本部分  

夜間又は早朝の場  
Jゝ lコ  

＋25／100  

深夜の場合  
＋50／100  

×200／100  

＋15／100   

」＝特別地域訪問介護加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目  
．＿＿＿‖＿＿…＿＿  

2 訪問入浴介護費  

注  
博勇幅頑誌面訂； ：浴介護加算  j  

l l  

l  

l                  1 1                  1 】                  l 】                 l■＿＿－＿＿＿＿＿－■■－●■■■  

で、清拭又は部  
分浴を実施した  全身入浴が困難   場合  

介護職員3人が  
行った場合  基本部分  

＋15／100  ×70／100  ×95／100  訪問入浴介護費（1回につき1，250単位）  

特別地域訪問入浴介護加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目  

［脚注］   

1．単位数算定記号の説明  
＋00単位  ⇒  
－00単位  ⇒  
×00／100 ⇒  
＋00／100 ⇒  

所定単位数 ＋ 00単位  
所定単位数 － 00単位  
所定単位数 × 00／100  
所定単位数 ＋ 所定単位数×00／100  



L‥平成18年4月改正箇所   

（詳細については、別紙1「平  

14、15を参照。）  

3 訪問看護費  
護‥報酬等の改定について】P  
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緊急時訪問看 護加算（※）  

夜間又は早朝  
の場合、若しく  
は深夜の場合  

死亡月につき  
＋1．200単  

位  
（ターミナルケ  

ア後2ヰ時間以  
内に在宅以外  

夜間又は早朝   
の場合  

＋25／100  

深夜の場合   
＋50／100  

＋15／1  

特別地域訪問看護加算、ターミナルケア加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目  

※ 医療機器等を使用する者等特別な管理が必要な状態の者への月2回目以降の緊急的訪問については、夜間、早軌深夜の加算を算定できるもの∠  

・・・平成18年4月改正箇所  

（詳細については、別紙1「平成18年度介護報脚P  
15」6を参照。）  

4 訪問リハビリテーション費  

短期集中リハビ リテーション実 施加算  

退院・退所日   
又は新たに  
要介護認定  

を受けた日から   
1月以内  

十330単位  

退院・退所日   
又は新たに  
要介護認定   
を受けた日から  
1月週3月以  

内  
＋200単位  

・・・平成18年4月改正箇所  
（詳細については、別紙1「平成18  

～18を参照。）  

5 居宅療養管理指導費  
の改定について」P16   

イ医師又  （（2）以外）  

は歯科医師  （500単位）  

が行う場合  
（月2回を限  

度）  （1）居宅療養管理指導費（Ⅰ）         （2）居宅療養管理指導費（Ⅱ）   （在総診を算定する場合）   （290単位）   

注 情報提供が行われない場合         －100単位  

（1）病院又は診  （－）月1、2回目の場合  

療所の薬剤師が  （550単位）  

行う場合  （二）月3回目以降の場合  
口薬剤師  （300単位）  

が行う場合  （－）月＝司巨の場合  
（2）薬局の薬剤  （500単位）  

師の場合  
（月4回を限度）         （二）月2回目以降の場合  

（300単位）   

注  
特別な薬剤の投薬が行われてい  
る利用者に対して、当該薬剤の  
使用に関する必要な薬学的管理  
指導を行った場合  

＋100単1立  

ハ 管理業養士が行う場合（月2回を限度）  
（530単位）  

二 歯科衛生士等が行う場合（月4回を限度）                 （350単位〉  

※ ロ（1）（二）又は（2）（二）について、がん末期の患者については、週2固かつ月8回算定できる。  

2  



‥平成18年4月改正箇所  
（詳細については、別紙＝  

6 適所介護費  
の改定について脾18～21を参照。）  

若年性認知  
症ケア加算   未満の通所介…肇  

の前後に日常生 の  
活上世話を行う  
6時間以上8時間    場合  

入浴介助を  
行った場合  

大規模事業  
所（前年度の  

1月当たりの  

平均利用狂  
人数900人  
超）の場合  

8時間以上9時間   
未満の場合  

＋50単位   

9時間以上10時   
間未満の場合  

＋100単一立  

8時間以上9時間   
未満の場合  

＋50単位   

9時間以上10時   
間未満の場合  

＋100単位  



平成18年4月改正貯所  
（詳細については、別紙1r平成川  

7 適所リハビリテーション費   
こついてIPl【ト2†を参照∴   

「  

＋  

×70／100    ×70／100  

基本部分   
イ  
3時間   

以上  
4時間  

未満   
通  要介護5 （ 694単位）  
常  経過的要介護〔 447単位）  

規   
模 の  
医 療  

機  
未満  

関  要介護5  （ 955単位）  

の  経過的要介護（ 591単位）  
土易  
円  粟介護1  く  688単位）  

6時間  
以上  
8時間  

未満  

要介護5  （†．303単位）   

経過的要介護（ 338単位）  

イ  
3時間   

以上  
4時間  

未満  
要介護5 （ 694単位）  

小  経過的要介護く  4ヰ7単位）  
規  
模   
診  
療  
所  
の  要介謙5 （ 955単位）  

場  催過的要介護（ 591単位）  

要介護1 （ 688単位）  

6時間  
以上  
8時間  

未満  

要介護5  （1．303単位）   

耀過綱要介言霊（ 338年吐）  

イ   
3時間   

以上  
4時間  

未満  
介  要介護5 （ 694単位）  

護  経過的要介護（ 447単位）  
考  
人   
保 健  
施  
設  要介護5  （ 955単位）  
の  経過的要介護（ 591単位）  

場  要介護1 （ 688単位）  

6時間  
以上  
B時間  

未満  

要介護5  （1．303単性）  



…平成18年4月改正箇所   
（詳細については、別紙1「平成18  

8 短期入所生活介護費  
について」P21～23、Z6を参照。）  

利用者に対して  
送迎を行う場合  

専従の機能訓練  
指導員を配置し  
ている場合  

経過的要介護（ 478単位）  
要介護1＝㌻   （641単位）  

（一）単独型短期入 l  

所生活介護費（） ＜従来型催室＞  （ 782単位）  

要介機4 巨牒53単位）  
（1）単独  
型短期入所  

要介護5    く923単拉）  

生活介護費  経過的要介護   （522卓也）  
要介護1：：   （723単位）  

（二）単独型短期入   
所生活介護費（Ⅱ） 〈多床室〉  

要介護4 （g35草地）  
イ短期入所  
生活介護費  

要介護5≡   ‖こ005単位）  

（1日につき）  
経過的要介  誰  （450単牡）  

（－）併設型短期入 Ⅰ  

所生活介護費（） （従来型個室〉  

（【‖g単位）  
（2）併設  
型短期入所  

要介護5㌻；：   （ 889艶也）  

生活介護費  経過的要介護  

（二）併設型短期入所   

生活介護費（［） く多床室〉                          要介護3  （830単位）  

要介護4ノ   （ 9Cl†単位）  
葉介雄5∴∵（ノ971単位）   
経過的卓介  謙（≡：：557単位）  

（－）単独型ユニット  

型短期入所生活介護  
費（Ⅰ）  要介護3  （ 882単位）  

（り単独  

型ユニット  要介練5し－三（1，013観位）  
型短期入所  経過的要介護く 55フ単性）  
生活介護費  

型短期入所生活介護  
費（［）  

ロユニット型  くユニット型準個室〉  
短期入所生  要介護51∴  （1、013＝単位）  
活介護費  経過的要介護（526半睡）  
（1日につき）  （一）併設型ユニット  

型短期入所生活介護  
費（l）  要介護3 （848漫拉）  

（2）併設  

型ユニット  要介護5≡＝  ＝＝（979廓拉）  
型短期入所  経過的票介護≡＝≡（526単位）  

生活介護費  
型短期入所生活介護  
費（Ⅱ）  要介護3J （ 848幾枚）  
くユニット型華僑室〉  

要介護5（979単位）   

片道につき 十84   

1単位   
＋12単位  

ハ 栄養管  （1）管理栄養士配置加算   
理体制加算   （1日につき12単位を加算）  

（2）栄養士配置加算  
（1日につき10単位を加算）   

（1日につき 23単位を加算）  

※ 緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用について要件の緩和を行う。  



9 短期入所療養介護費  
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護責   平成18年4月改正箇所  

（詳細については、別紙1「平成18年虐   

平成20年5月改正箇所  
（詳細については、別紙3「介護療春型  

を参照。）  

卜づ3．26を参照ん）   

芸の苧1盲しに係る諮問について」P7  

の慣ゎぎこついて  

喜引こおける介護   

基本部分     注      夜勤を行う】随 員の勤務条件 基準左満たさ ない場合  利用者の鞍及 び入所者の数 の合計数が入 所定月を超え る場合l  医師、看孟妻隠 旦．介護取 且、Ⅰ翌宇療法 士又は作業療 志士の員数が 基準に満たな い場合   
経過的要介護（ 558単位）   

a介護老人保健施設短期入 所療養介護費（）  

＜従来型個室＞  

要介護4  （ 888単位）  
（－）介護老人保健施設短  

期入所療養介護費（Ⅰ）  要介護S  （ 941卓也）  
経過的要介護く  617単位）  

b介護老人保健施設短期入 所療養介護書（iり  

＜多床室＞  

要介護4  （ 987単位）  

要介護5  （1，040単位）  

経過的畢介護（ 559単位）  

要介護l （ 732単拉）  
a介護老人保鍵施設短期入   

所額養介護士（り ＜従来型個室＞                       要介護ユ  （ 890塵僅）  

（1）介言養老人保健施  要介三毛4  （ 944単位）  
没短期入所療養介護   要介護5（ 997単吐）  

費  く橙車型若槻＝青草随員を  経過的垂介護（ 61フ単位〉  
（1日につき）  配置＞  

b介護者人保健施設短期入 所領欄介護千（iり  

＜多床室＞  

要介護4（1．043塵佗）  

辛介講6  （1．096単位）  

種過的要介護（ 558単組）  

a．介護老人保健施毀婚期へ 所療養介清文（り  
＜従来型個室＞ 

（主）介護者人保健樵毀垣  要介護4  （ 9†7卓也）  
耗入所醗纂介護費（Ⅲ）  要介護5 （ g70．単位）  

く倭著型老優て看護オイヲー   怪過的要介護（ 6】7旦位）  
ル体刑＞  婁介言草l （ 83一筆拉）  

L介護者人保障施設短期入 羊護費（iり  

所療介 ＜多庶墓＞                       要介護3  （ 962嵐性）  

重介護4  （1．016単価）  

要介護5  （1－068単虹）   
経過的要介護（ 624卓也〉  ×97／100  ×70′／100  X7D′ノ1DD  

aユニソト型介護老人保健施  

設短期入所療養介護す（；） くユニット型個室）  

要介護4  （ 990卓也）  
（－）ユニット型介護者人保  俊施設短期入所療養介護費  要介護5  （1．043単組）  

経過的蔓介護（ 624単性〉  

bユニット型介護老人保健施  

誼短期入所療養介護井（iり くユニット型準個室〉  

慕介護4  （ 990単位）  

要介護5   く1．043単位）  

経過的要介護（ 624崖也）  
要介護l （ 幻4単i立）  

aユニット型介護老人保捜施  
殻短斯入所額圭介議霊（り くユニーソト型個室）               要介護2 （ 939卑1立）     要介吉事3  （ 992塑位）  

（二）ユニット型介護老人保  要☆護4  （1046単位）  

（2）ユニット型介護老 人保健施設短期入所 療養介言草♯  要介護5（1．099単吐）  

く預養型春蝶 経過的要介護（ 624・単位）  
（1日につき）  （ 83年単位）  

bユニサ型介護老人保健施 詮短期入所疲葉介護千川） くユ＝ソト型牽値屋〉  

要介護4  （1．046単位）  

要介謙5  （1．099単位）  

積過的琶介護（ 62ヰ単位〉  
要介護1 （ 834卓促）  

古ユニット型介護老人保健施  
設短期入所療養介護t（り （ユニット型他室〉               章介護2  （ 912厳位）     婁介護3 〈  965塵拉）  

（三）ユニット型介護者人保  要介護4（1、0†9単位）  
隠碓誼短期入所療葉介護費  

（Ⅲ）  

要介護5′ （1．0フ2風位）  

く療壬聖書健：看護  経過的妻介護（ 624単位）  

オンヨニル体勧＞                                             bユニット型介護老人保詳施  要介護l （ 834卓也）  

誼短期入所療妾介護ヰ（iり （ユニット型単価掌〉 

重介護4 （1．019単位）  

要介護5  （1－072畢位）   

人鯛施翫臥冊介護霊  （760靴）   

看護革具を配准＞                                                       妻介護l      重介護2  （ 939単虹）     要介護3  （ 992単位）                                                                    ノ               要介祷2（ 9†2孝伯）     要介護3  （ 96う単位〉  

特発Ij療養費と緊急時施設療養費は、支給限度額管理の対象外の算定項巨  

※ PT・OTによる人員配置減算を適用する場合には、リハビリ機能強化カロ算を適用しない。  

※ 緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用につし、て要件の緩和を行う。  



平成18年4月改正箇所  
（詳細については、別紙1「平成相生麿介護掬酬姜の  

平成18年7月改正箇所  
（詳細については、別紙ク「瘡蓋病床頁給血こ伴う介云  

口 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費  
こついでIPク1～ク3ク6を参照。）   

l宴の日面】に係る諮問書についTlを参照。）  

卜る介語調酬博の邑有！」二係る三吉闇についTIP7を参照。）  
平成20年5月改正箇所  
（詳細については、別紙3「  

利用者に対して 遺i嬰を行う場合   の員数が蔓肇に  
t‖l√＝l■■  満たない場合  

看墓l研が基掌  
に定められた事  
；I凡■l－、■■  

に20／＝）Dを乗  

じて得た数乗眉 の場合  

僻地の医師陣  
保雷十画を届出た  
もので，医師の  

赦が基準に定め  
られた医師の且  
凱こ60／‖）0を  

乗じて得た酸素  
満である場合  

僻地の筐師確  
保計画を届出た  
もの以外で．医  

師の数が基準に  
定められた医l妬  

の一散に  
60／100を桑じ  

て得た勤未満で  
ある場合  

準を満たきない  
夜勤を行う職A の勤携条件基  場合  

数の合計数が  
利用者の数及 び入院患者の  入院雲呑の定 Aを超える場合  

織遜釣手九憮（   53ヰ蔓性）  

a病院♯賽病床短期  葉介濾† （   7別叢性）  

（－）病院■雷  入所■糞介；l費（＝ く従来型個室〉                   ≠介牒2 （   811霊位）     璽勇一汀3   t1   ．糾9蝿也）  
病床短噸入所膚  憂介護4  （＝1   ．150輩位）  
暮介ほ井（Ⅰ）  薯介積5 （＝＝：1   ．射れ欄虻）  

看王蔓く6．l〉  緑遇的事介護（＝   ＝即8＝ヰ性）  

介IIく4二1〉  b．事萬院撫養病床短期  馨削鮮  （   892単位）  

入所■葉介経書（ii）  

く多床空）  葉介嬢3  ぐ1ご180撫也）  

露桐斬≡ニー1．872▲也）  

維違約蔓介雄ユ（舶8半舷）  

∂病院療暮病床，最期  革介81′：（糾】蝿位）  

入所療事介障費（l）  く従来型個壬〉  
り病院儀暮  ≠介欄掛 い†．0占8ヰ也）  
ち床短期入所＃  葉介嬢5、 （  

桂通約井介声【  
I介‡筆書 1日につき）  b病院療糞病床短期  

入所簾暮介；蔓費（ii） く多床室）                           葉介彿3～三∴二ぐ1．0ヰ1♯拉）  
露介護5  r  

織通約蔓介撫l ヰ73蔓性〉  

a病院膚葉柄床鰭期  

（三）病院療養  入所■養介は十（i） （従来型他室〉  

病床短期入所＃  圭介旗ヰ   r1．030隼拉）  
暮介王蔓費（Ⅲ）  讐介鰻5 【1β打単拉）  
看描く61〉  桂遇的蓼介護 ｛  

介ilく61〉  b病院柵暮病床短綿  

入所療霊介腹責（ii） く多床窒）                   豪介護2．（   貼き壷也）     葉介護3（   1．00ヰし撫捜〉  
】．161単位）  

蓼介雄S＝  

J＝  
a、病鏡♯義鎮床柱過  

塑短期入所微量介鱒  

1（i） く填葬型侮婁？∴                 （二】痛尻療養 病床株遇箪短期  

入所か1介株★  葉介織5「  i  l．1ヰ3孝位）  
りト  鞍遇的憂介株    も1さヰ拉）  

看護（6：わ二 介護く†ご？ 

型短期入所蠣葦介護  
雷（li）  蔓介護3（1．092＃位）  

（草）病暁療養  く季嘩堅＞：  

鈴鹿経過型見期  蔓介護5（  
入所療養介護書  
（1別二つき）  

揖的圭介旛t   ′5〇4iは）  

碩廟拍画堰祖  
竿枚糊入所標肇介棟  

上土）剥離叫 病床神聖障押  

入所蘭筆介I11  ≠介護ち∴（  
（n） 紡朗叩頼経■  
看護く81，∴ 介領巾仁■  

憎饉納入研一糞介護  
★川）′ノノてこ二  

く夢埠墾？ノノ十  

蓼令嬢51ノ′（  

闘的よ介嵐  
圭介攫1  【  835♯位）  

（－）ユニット型病院力賽病床短期入所 Ⅰ  

■事介和書（）  

くユニット型個室〉  事☆抜さ  （l．柑31虚〉  
（3）ユニット型  

稀院欄糞病床短  期入所療圭介は  讐介櫻5こ‡  

▼  経遇鱒暮珊  
（1日につき）  （二）ユニット型病院■賽病床短期入所   

療養介護暮（汀）  

くユニット型準個室）  

象椚齢＝  

踵洩的婁介磯．ノニ  

（ヰ：≠如纏如如押印痢           f介横r／二．ソぺ   ′」′8：は■位）     婁介棟2′ノノ∴ぐ   ′■如5嵐也）  
（4）・：土こツー型＼  £介d8，′ てノ1．095単位）  

稀味療納車往  
通史憎押入研オ  車外穫5∴・  

糞介陳★  柱過的モ介樗  切  ／626単位】  

た）うき、通喀頗dヰ病虔鱒痴短 期入牢極細井瑚′ 
くヰ三ソト型筆隠皇〉 け月にづき）                     ′「／∴ノ／ 二／ ∴ノ            畢☆壇l㌧ニ （∴835雛也）     熟侶鮎∴′し9す5単位）     蓼介彿3■ （1．095：蝿位）             幸介1蔓5 ．     （5）措定病院  ま養病床短加入瀬凛儀庚儀欄≡        （1即こつき）      ＋†   
（－）管理栄養士配置加算       （1日につき12単位を加算）  

（二）栄養士配置加算       （1日につき10単位を加算）  

（7）療養食加算  
（1日につき 23単位を加算）  

（8）緊急短期入所ネットワーク加算              （18につ  

＿＿＿＿＿山＿＿＿＿＿＿＿ト 特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項∃  

※ 医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。  
※：夜勤勤眉条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看≡隻加算を適用しない。  

※ 緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用について要件の緩和を行う。  



…平成18年4月改正箇所  
（詳細については、別紙1「平成  
18年唐介護報酬等の改定につ   

いてIP21～23、26を参照。）   

・‥平成20年4月改正箇所   

ハ 療養病床を有する診療所における短期入所療養介護費  

経過的要介護 （ 517単位）  

a．診療所療養病  （ 682単位）  

床短期入所療  （ 734単位）  

（－）診療  （ 786単位）  

所療養病床  （ 837単位）  
短期入所療  
養介護費  

要介護5  （ 889単位）  

（Ⅰ）  
経過的要介護 （ 601単位）  

看護く6：1〉  （ 813単位）  

介護く6：1〉  （ 865単位）  

養介護費（iり  
（1）診療  

（917単位）  
〈多床室〉  

所療養病床  （968単位）  

短期入所療  要介護5  （1，020単位）  
養介護費  経過的要介護 （ 447単位）  
（1日につ  

き）  
a．診療所療養病  （ 592単位）  

床短期入所療  （ 638単位）  

（二）診療  （ 684単位）  

所療養病床  （ 730単位）  
短期入所療  
養介護費  

要介護5  （ 776単位）  

（Ⅱ）  
経過的要介護 く 536単位）  

看護・介護  （ 723単位）  

〈3：1〉  （ 769単位）  

養介護費川）  （ 815単位）  

く多床室〉  （ 861単位）  

要介護5  （ 907単位）   

経過的要介護 〈 608単位）  

（－）ユニット型診療所療養  （ 816単位）  

病床短期入所療養介護費  （ 868単位）  

（2）ユニツ    （1）  要介護3  （ 920単位）   

ト型診療所  要介護4  （ 971単位）  
療養病床短  
期入所療養  

要介護5  （1，023単位）  

介護費  経過的要介護 く 608単位）  

（1日につ   （ 816単位）  

ッ （ 868単位）  
（Ⅱ）  要介護3  （ 920単位）  
〈ユニット型準個室〉  

要介護4  （ 971単位）  

要介護5  （1，023単位）   

（3）特定診療所療養病床短期入所療養介護費   
（1日につき）  （760単位   

（4）栄養  （－）管理栄養士配置加算   
管理体制  （1日につき12単位を加算）  

加算  
（二）栄養士配置加】算  

（1日につき10単位を加算）   

（6）緊急短期入所ネットワーク加算  

（1日につき 50単位を加算）  

■－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－  

…（7）特定診療費  

；：特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目  

※ 緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用について要件の緩和を行う0  

8  



平成柑年4月改正箇所  
（詳細については、別紙け   

平成18年7月改正箇所  
（詳矧こついては、丑L組と  

照。）  

二老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費  ニついてIP2トノ23、ヱ旦を参軌）  

l笠の日直l」こ係る訪問妾について1を参  

僻地の医師確保  
計画を届出たもの  
以外で、医師の数  
が基準に定められ  
た医師の員数に  
60／100を乗じて  
得た数未満である  
場合  

僻地の医師確保  
計画を届出たもの  
で．医師の数が基  
準に定められた医  
師の員数lこ  
60／100を乗じて  
得た数未満である  
場合  

定められた看護  
職員の員数に  
20／100を乗じて  

得た敦夫満の場  
看護師が基準に     A  

看護・介護隈員の  
員数が基準に満  
たない場合  

利用者の数及び  
入院患者の数の  
合計数が入院患  

者の定員を絶える 場合  

×90／100  X70／100  

×90／100   ×7D／100  

特定診療費は＿支矧唄度舗管理の対象外の算定項巨  

※緊急短期入所ネットワーク加算を算定する鳩舎は、超過定員減算の遷矧こついて要件の酎ロを行うb  



ホ基準適合診療所における短期入所療養介護費  

暫 

［ll聞〕   

利用者の数及び  
入院患者の数の  
合計数が入院  

患者の定員を超  

基本部分  

経過的要介護 （411単位）  
要介護1  

（1）基準適合診療所短期入所療養介護費（Ⅰ）  
（ 545単位）  

（1日につき）  
（ 588単位）  

〈従来型個室〉  要介護3  （632単位）  
要介護4  （ 676単位）  

要介護5  （720単位）   

経過的要介護 （495単位）  
要介護1  

（2）基準適合診療所短期入所療養介護費（［）  
（ 676単位）  

（1日につき）  
（719単位）  

く多床室〉  要介護3  （ 763単位）  

要介護4  （807単位）  
要介護5  （851単位）   

（3）特定基準適合診療所短期入所療養介護費（1日につき）  ぐ 760単位）   

（4）栄養  （一）管理栄養士配置加算   

管理体制  （1日につき12単位を加算）  

加算     （二）栄養士配置加算  

（1日につき10単位を加算）   

（5）療養食加算  
（1日につき 23単位を加算）  

10  



10 特定施設入居者生活介護費  －・・平成18年4月改正箇所（詳細については、別紆1「平成18  謹報酬等の改定についてIP23＝2旦を参照。  

看護・介護職  
員の員数が  
基準に満たな  

基本部分  

1日につき  

＋12単位  

※限度額  経過的要介護 6，505単位  
要介護1 16．689単位  
要介護2  18．726単位  
要介護3   20．763単位  
要介護4   22，800単位  
要介護5   24．867単イ立  

11福祉用具貸与費  

注  

特別地域福祉用具貸与加算  

交通費に相当する額を事業所の  
所在地に適用される1単位の単価  
で除して得た塑性数を加算 々のごとにの 
（個用具貸与費100  
／100を限度）  

し＿＿＿…仙＿＿－＿．：特別地域福祉用具貸与加算は、支給限度額管理の対象外となる算定項目  

※ 経過的要介護又は要介護1の者については、幸いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換  
器、認知症老人排掴感知機器、移動用リフトを算定しない。（ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者又は施行の日よリ6か月  
を超えない期間において当該種目に係る指定福祉用具貸与を受ける者を除く。）  

111 

項   



Ⅱ 指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造  

居宅介護支援費  …平成18年4月改正箇所  
（詳細については、別紙1「平成18  

10～12を参照。）  

の改定についてIP  

特定事業所集中減 算   
特別地域居宅介護  
支援加算  基本部分  

（運営基準減算の場合）  
×70／100   

（運営基準減算が2月  
以上継続している場合）  

×50／100  

＋15／100  

（1）初回加算（工）  （1月につき＋250単位）  
口 初回加算  

（2）初回加算（Ⅲ）  （1月につき 十600単位）  

／＼特定事業所加算  （1月につき ＋500単他）  

12  



Ⅲ 指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造  

1介護福祉施設サービス  ヰ成18年4月改正箇所（詳細については、別紙1「平成川  の改定についてIP26～30を参照。）  

基本部分  

×97／100  ×70／100  ×70／100  

9アー  

精神科医  
師による療  
養指導が月  
2固以上行  

われている  
場合  

専従の障害  
者生活支援  
鼻を配置して  
いる場合  

専従の常勤 医師を配置し ている場合  

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び居宅における外泊を認めた堵合、1月に6日を限度として所定単位軌二代えて1日につき320単位を算定  

13   



平成18年4月改正箇所（詳細については、別紙1「平甜†8宜彦介護  
平成20年5月改正箇所  
（詳細については、㈱  

せ剖二ついて1Pフ6～31を参照り）   

直しに係る諮問についてIP3 4を参照む）  

2 介護保健施設サービス  

員の勤務条件   入所定員を超   員、介護耳鼓   
基準長満たさ   える場合   貝、理学療；去   
ない場合  

又 ま   
授専門員の月  
扱が基準に満  
たない場合   注  夜勤を行う臨    入所者の数が     医師、青書隻恥                       士、作美療法 ±又は介喜葺支  

×97／100   X70／′′100   ×70ノ100   

認知症短期集 中リハビリデー ション実施加算  
常勤のユニソ  
トリ▼ダを  
ユニット毎lこ  

配置してし、な  
い等ユニット  
ケアにおける  
体制が未整備  
である場合  

要介  
（－）介護保健施設サ  

い）  
＜従来型個室＞  

要介  
垂介  

（二）介主隻保健ノ施設サー   

く多床室＞  

要介  
妻介  

（－）介護保蛙應没す－  

い〉  
＜従来型悟空＞  

垂介  
要介  

（二）介諌保健施設サー   

く多年宴＞  

要介  
姜介■  護1く 703単位）  

（∵〉介護保健施設サー  

（り  要介・  護3 卜 833単位）   
＜従来型低量＞ ・ミ・一・  浄4（ 887単位）  

章介  
蔓介  

た）介書手保健施設サー  
（†け  

く多床室＞ 
辛介  
纂介  

（－）ユニット型介喜蔓保1  

サービス梵（り  
＜ユニット型個室＞  要介  護4（ 940．単位）  

鼻介  護5（ 993単位）   
要介  護1（ 784卓也）  

（二）ユニット型介言璽保1  

サービス兼（ll）  垂介  護3（ 886単位〉   
＜ユニット型準個室＞  

要介  
要介  護1（  7g5卓也）  

ト！ユニット型介護保  
サービスヰ（‖  ・三  護3（ 942単隠）   
くユニット型閻軍＞   

垂′  
職   資介  護「（ 785月i位）  

（二）ユニット型介護保  
サ「ビス費目）  要介  諌3（ 942単位）   
＜ヰニット型準他室＞   

＝こ・  

妻介  譜1（ 7巳5単位〉  
（－〉コニット浬†介護操  

サ■トピス井（l）  吏介  讃3（ 915勘立）   
くユニット型他室＞  要介  護4（ 969単色）  

）  二三・  護5（I．D22卓也）   
棄  

（二）ユニーソト型介護倶  

サービス費用）  
＜ユニット型準備室＞  ・三  凛4（ 96g単位）  

妻介  護5（1．022卓佗）   型介護保健施設  

ニー）介護保健施設サ 

く従来型個室＞  

（1）介言‡保健施設  
サービス費（Ⅰ）  

こ二）介主隻保健ノ施設サー 

く多床室＞  

：－）介護保蛙應没サー 
：†〉  

イ介三引黒煙施  
サ㌣ビス★‖‖  

設サービス費 （＝∃につき）  

且ををせ＞二・  

く多年宴＞  

ト〉 介護保健施設サー 
い）  

（3）介護保健施琴 サービス★（Ⅶ）  

＜療車型毛儲：看護オ  

ンコ←ル体制＞  
（†け  

く多床室＞ 

（－）ユニット型介喜蔓保健 
サービス梵（り  
＜ユニット型個室＞  

（1）ユニット型介護保  
健施設サビスキ（Ⅰ）  

（二）ユニット型介言璽保健 
サービス兼（ll）  

＜ユニット型準個室＞  

（←）ユニット型介護保健 
サ⊥ビスヰ（‖  

ロ ユニ、ソト型介                （2）ユニット型介護條  

三隻保健施設サー  隠増設サービス責（Ⅲ）   

ビス費  ＜療養型者憶こ看護  
（＝］につき）   鼻を配電＞．  

サ「ビス費目）  
＜ヰニット型準他室＞  

サ■トピス井（l）  

（3）ユニ、ソト型介護保  

餞施設サービス費（m  
＜療養型老隠者讃オ  

ンコール体制＞  
サービス費用）  
＜ユニット型準備室＞  

（－〉 コニット浬†介護保健 

注身体拘束廃止未実施滅羊  （1自につき 5農地を減算）  

入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を平良度として所定単位数に代えて＝∃につき444単位を算定  ′主 外泊時♯用  

入所者に対して居宅における試行的退所を認めた場合、1月につき6日を限度として柑につき800単性を算定  注 試行的進所サービス暮  

注夕一三ナルケア加算  （†白につき 240旦位を加算〉  

注 特別療養井  

注 療整体利権拝領別加算  （1日につき 27草地を加算）  

ハ 初期加算  （1日につき・〕0単位を加算）  

二 退所時指導  （1）退所時等指導加  （－）退所前後訪問指導加算   
等加算   算   （入所中†包（又は2回）、退所後1回を限度に、460単位を算  

定）  

（二）退所時指導力□算  
（400挙l立）  

（三）退所時価報提供加算  
（500単イ立）  

（四）退所前連携加算  
（500単位）  

（2）老人訪問看護指示カロ算  
（入所者1人につき1回を限度亡して300塵位を算定）   

〔1）管理業養士配置加算  
（1日につき12単位を加算）  

（2）栄養士配置カロ算  
〔1日につき10単イ立を加算）  

へ 葉菜マネジメント加算  
（＝∃につき1  

※PT・OTによる人員配置′成算を適用する場合には、リハビリテションマネジメント加算、短期集中リハビリテション実施加算、認知症短期集中リハビ1」テーション実施加貰を適用しない。  

※ 小掛真介護老人保健施設における介護給付の180【］の算定日数上限を撤廃することから、現行の「小卿美介昌射黒鍵施設サー・ヒス費」は廃山  
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；介護療養施設サービス  
イ療養病床を有する病院における介護療養施設サービス  平成柑年4月改正箇所  

（詳細については、別紙＝  
平成18年7月改正箇所  

（詳細については、帥虹2「  

諾軸晰L31～33を参軋）   
産lこ伴う介護報酬等の見直しに係る≡諮闇宴mを参照。）  

平成20年5月改正箇所  
（詳細については、寧鮭3け「薗■暮蓼千人良■■胃にぉける介隷書■■の■▲書uこ優る■訂についてIP6妄●照・）  

僻地の医師確保  
1十画を届出たもの  

以外で、医師の難  

が基撫に定められ  
た医崩のÅ数lこ  

60／100を彙じて  

得た勧東鶉である  
鳩舎  

僻地の医師確保 五十画を届出たもの  
で、医師の敷か墓  
事に定められた医  
師の員数に  
60ハDOを簸じて  

得た歓未満である  
場合  

f謙研が墓準に  

定められたモほ樗  
1の員数l＝  
20ハ00喜乗じて  

得た蝕末眉の場  

介芸事真横専門■ のA酸が基準に満 たない場合  

書経・介；l職員の 員数が基準lこ満た ない場合  夜勤を行う馳1の 勤務条件基準を 糞たきない場合  

入院患看の勤が 入院患者の定員 を超える場合  

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数こ代えて1【】につき444単位を算定  注 外泊時費用  
入院患者に対して居宅における試行的退院を認めた場合、1月につき6日を酸度として一日につき800単位を井定（（2）及び（4）の基本単価に限る■）  注 試行的退院サービス井  
入院里香に対して．射ウ的な診療が必要になり、他医療は間において診如一行われた場合、1月に4日を限度として所定単位虻に代えて1日につき444単位を井定  注 他科受診時兼用  

（5）初期加算  （1日につき ＋30単位）  

（6）退院  （－）退院  a退院前後訪問指導加算   
時指導等  時等指事加  （入院中1回（又は2回）．退院後1回を限度   
加算  井  に、460単位を算定）  

b退院時指導加算  
（400単位）  

c退院時情報提供加算  
（500単位）  

d退院前連携加算  
（500単位）  

（二）老人訪問看護指示加算  
（入院患者1人につき1匝】を限度として  
300単位算定）   

注 入院患者及びその家族等に対して退院後の療蔓上の指導を行った場合  

注 退院債の主治医に対して診療情報を提供した場合  

注 居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った鳩舎  

（）管理票壬士配置加算  

（二）栄養士配置加算  

（8）栄養マネジメント加算  
（＝ヨにつき12単位を加算）  

（9）経口移行加算  
（1日につき 28単位を加算）  

（1〉 経口維持加算り）（28単位〉  
（10〉 経口維持加算 （1日につき）  （2）経口維持加算用〉 （5年性）  

（11）療養食加算  
（1日につき 23単位を加算）  

（12）在宅捜侍支援捜能加  

（13）特定診療費  

医師経過措置減算を適用しない。  ※ 医師の人員配置減算を適用する場合には、   

※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には∴夜間勤務等看護加算を適用しない。   



口 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス  
‥・平成18年4月改正箇所  

（詳細については、別紙1「平成18年唐  
介護報酬等の改定についてIP26～29∴‖  

平成20年4月改正箇所  

入院患者の数が入院患  
者の定員を超える場合  

基本部分  

位）  

a一診療所型介護療養施設  

サービス費（i）  位）  

く従来型個室〉  位）  

要介護5（ 859単位）   

要介護1（763単位）  

b，診療所型介護療養施設  

サービス葦（ii）  要介護3（∵867単位）  
く多床室〉  要介護4（ 918単位）  

要介護5（970単位）   
位）  

∂．診療所型介護療養施設  

サービス費（i）  位）  

〈従来型個室〉  位）  

位）   

要介護1（ 673単位）  

b．診療所型介護療養施設  

サ【ビス費（ii）  拉）  

く多床室〉  要介護4（ 811単位）  

要介護5（857単位）   

要介護l（766単位）  

療  要介護2て818単位）   
入費（Ⅰ）  要介護3（ 870単位）  

拉）  

位）   

要介護1（766単位）  

療  要介護2（8柑単位）   
ビ  要介護3（870単位）  

要介護4（921単位）  
要介護5（973単位）   

（－）診療所型介護  

療養施設サービス費  
（Ⅰ）  

看護く6：1〉  

介護く6：1〉  

（1）診療所型介護  
療養施設サービス  
費  
（1日につき）  

（二）診療所型介護  

療養施設サービス嚢  
（Ⅱ）  

看護・介護く3：1〉   

（－）ユニット型診  
介護療養施設サービ  

（2）ユニット型診  〈ユニット型個室〉  

療所型介護療養施  
設サービス費  
（1日につき）           （二）ユニット型診  

介護療養施設サー  
（ユニット型準個室〉  

×70／100   

a退院前後訪問指導加算  
（入院中1回（又は2回）、退院後1回を限度に、  

460単位を算定）  
（一）退院時等指導 加算  （4）退院時指導等 加算  

b退院時指導加算  

（400単位）  

c退院時情報提供加算  

（500単位）  

d退院前連携加算  

（500単位）  

（二）老人訪問看護指示加算   
（入院患者1人につき1回を限度として300単位算定）  

（5）栄養管理休討  （－）管理栄養士配置加算   

加算   （1日につき12単位を加算）  

（二）栄養士配置加算  
（1日につき10単位を加算）   

（6）栄養マネジメント加算  
（1日につき12単位を加算）  

（7）経口移行加算  
（1日につき 28単位を加算）  

（1）経口維持加算（1）  （8）経口稚緒加算（1日につき）   
口維持加算（Ⅱ） （5単位）  

（9）療養食加算  
（1日につき 23単位を加算）  

（10）在宅復帰支援機能加算  
（1日につき10単位を加算）  

（1り 特定診療費  
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平成18年4月改正箇所  
（詳細については、別碑  

てIP26翔31～33を参乳）  
平成18年7月改正箇所  
（詳細については、卵僻  

事の見直しに係る詰問重刑を参照。）  

ハ老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス  

ダ一をユニット毎に  
電1していない等ユ  
＝ツトケアにおける  

体制が乗艇打電あ  常勤のユニットリー     る場合  

僻地の医師確保計  
画を届出たもの以  
外で、医師の扱が  
基準に定められた  
医師の1教に  
6（）／100を乗じて得  

た数末篇である壌  

面を届出たもので、  
医師の数が基準に  
定められた医師の  
人数l二60／100を乗  
じて得た敦夫満であ  僻地の医師碓保五十      る場合  

れた書渡t■の■敷  

に20／10Dを乗じて得た  雪護師が暮単に定めら   数兼璃の場合  

巳につき444阜位を算定  入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位凱二代えて1   注 外泊時費用  
月に4日を阻オとして所定単位数に代えて1日につき444単位を井定  入院腰巷に対して、寺門的な診療が必要になり、他医療機関におし、て診療が行われた場合・1   注 他科受診時費用  

（4）初期加算  （柑lこつき十30単位）  

（5）退院時  （－）退  a退院前捜訪問相場加算   
指導等加算  院特等指  （入院中l回（又は2回）、退院後1回を限度に 

導加井  一●●手こ   ・    b退院時指導加井  

（400艶位）  

c退院時情報提供加算  
（500単位）  

d退院前連携加算  
（500単位）  

（二）老人訪問者護指示加算  

（入院患者1人につき1回を限度として300単位算定）   

（－）管理業養士配置加井          （1日につき12単位を加算）  

（6）栄養管  
理体制加算  

（二）栄養士配置加算  
（1日につき10単位を加算）  

（7）栄簑マネジメント加算  

（8）耀口移行加算  

く1）経口維持加算（Ⅰ）  
（g）桂日経持加算（1日 につき）   （2）裡口維持加算川）  

（10）療養食加算  
（＝〕につき 23単位を加算）  

（＝）在澤複帰支援挽罷加算  
（‖〕につき10単位左加算）  

（12）特定診療費  
17   



介 護 報 酬 の 算 定 構 造  

介 護 予 防 サ ー ビ ス  

Ⅰ指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造  

1介護予防訪問介護費  

2 介護予防訪問入浴介護費  

3 介護予防訪問看護費  

4 介護予防訪問リハビリテーション費  

5 介護予防居宅療養管理指導費  

6 介護予防通所介護費  

7 介護予防通所リハビリテーション費  

8 介護予防短期入所生活介護費  

9 介護予防短期入所療養介護費   

イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費   

口 癖養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費   

ハ 療養病床を有する診療所における介護予防短期入所療養介護費   

二 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費   

ホ 基準適合診療所における介護予防短期入所療養介護費  

10 介護予防特定施設入居者生活介護費  

11介護予防福祉用異貸与費   

Ⅱ 指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造  

介護予防支援費   



Ⅰ指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造   

1介護予防訪問介護費  ・・・平成18年4月改正箇所  

（詳細については、別紙1岬等の   
改定についてIP4Jを参照。）  

■－・■－●■■－‘■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‘「  

l   注    写   し＿＿＿▼▼▼■▼＿▼＿＿■＿＿＿－－－J  

；特別地域介護予防；  

：特別地域介護予防訪問介護加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目  

‥平成18年4月改正箇所  
（詳細については、別紙1「平成18年産介護報酬等の   
改定についてIP川を参照。）  

2 介護予防訪問入浴介護費  

l ＿旦＿＿＿＿…＿」   

j‥特別地域介護予防訪問入浴介護加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

［脚注］  

1．単位数算定記号の説明  
＋00単位  ゴ 所定単位数 十 00単位  
－00単位  →  所定単位数 － 00単位  
×00／100 ＝⇒ 所定単位数 × 00／100  
＋00／100 ＝＞ 所定単位数 十所定単位数×00／100  



平成18年4月改正箇所  3 介護予防訪問看護費  

暫 

［南国艮   

－‾‾‾‾u‾…‾‾ 

；蓬1 l      一一      l 「‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾1  

i特別地域介護予：   

蔓妨訪問看護加算；  

基本部分  

（り 20分未満（夜間、早朝、深夜のみ算定可）  
（2（∋5単位）  

イ 指定介護予         （2）30分未満   

防訪問者護ス  （425単位）  

テーションの場     （3）30分以上1時間未満  
（830単位）  

（4）1時間以上1時間30分未満  
（1．198単位）  

（り20分未満（夜間・深夜・早朝のみ算定可）   
（230単位）  

（2）30分未満  
ロ病院又は診  （343単位）  

療所の場合           （3）3（）分以上1時間未満 

（550単位）  

（4）†時間以上1時間30分未満  
（845単位）  

30分未満  425単位を算定  

30分以上1時間未満   
830単位を算定  

：特別地域介護予防訪問看護加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目  

※医療機器等を使用する者等特別な管理が必要な状態の者への月2回目以降の緊急的訪問については、夜間、早乱深夜の加算を算定できるものとする0  

…平成18年4月改正箇所  4 介護予防訪問リハビ」テーーション費  

短期集中リハビリ テーション実施加算  ンマネジメント  
リハビリテーショ  加算  

退院（所）日又は新  
たに要支援認定を  
受けた日から3月以  

内   
＋200単位  

＋20単位  

…平成18年4月改正箇所  5 介護予防居宅療養管理指導費  

（1）介護予防居宅療養管理指導糞（Ⅰ）  
く（2）以外）  

イ医師又は歯  （500単位）  

科医師が行う場  

合（月2回を限 度）           （2）介護予防居宅療養管理指導費（Ⅱ）  
（な総診を算定する場合）  

（290単位）   

（－）月1、2回目の場合   
（り病院又は診療  （550単位）  

所の薬剤師が行う場  
含  
（月2回を限度）        （ニ）月3回ヨ以降の場合  

口薬剤師が行  （300単位）  

う場合  
（－）月1回目の場合   

（2）秦局の薬剤師  （500単位）  

の場合  
（月執回を限度）        （ニ）月2回目以降の場合  

（300単位）   

二歯科衛生士等が行う場合（月4固を限度）  
（350単位）  

※口（1）（二）又は（2）（二）について、がん末期の患者については、週2回かつ月8回算定できる。   



平成18年4月改正箇所  

（詳細については、別紙1「平成18  
6 介護予防適所介護費  

の改定についてIP3．4を参照。）  

・平成18年4月改正箇所  

（詳細については、別紙1「平成18  

照。）   

7 介護予防適所リハビリテーション費  
の改定についnP：〕、4を参  

虐  



・・平成18年4月改正箇所  8 介護予防短期入所生活介護貴  

常勤のユニット  
リーダーをユニッ  
ト毎に配置してい  
ない等ユ＝ツトケ  

アにおける体制  
が未整備である  
場合   

（二〉単独型介護予防短期  

（1）単独  
型介護予防  要支援2（597単1立）  

短期入所生  
イ 介護予     涛介護費  
防短期入所  く多床室〉  要支援2（653単位）  
生活介護費  
（1日につ  （－）併設型介護予防短期  要支援1（450単位）   

き）   （2）併設  
型介護予防  要支援2く563単位）  

短期入所生  
活介護莞   

く多床室〉   要支援2（619単位）   

く－）単独型ユニット型介護   

予防短期入所生活介護黄  
（1）隕狸    （Ⅰ）   

型ユニット  要支援2（681単位）  

型介護予防 短期入所生   
ロ ユ‾いト  
型介護予防  （‡）   

短期入所生  くユニット型準個室〉  要支援2（681単位）  

活介護費  （一）併設型ユニット型介護  要支援1（526単位）   
（1日につ  予防短期入所生活介護費   
き）  （2）併設              （Ⅰ）   

型ユニット  要支援2（657単位）  

型介護予防 短期入所生  
活介護費   

（エ）  

くユニット型準個室〉   要支援2（657単位）  



9 介護予防短期入所療養介護費  
イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費  平成18年4月改正箇所  

平成20年5月改正箇所  
（詳細については、別紙3「介護療春型老人保健施設  

直しに係る諮問についてjP7   におけるづ  

を参照。）  

：革袴別培養賛′  

．：特別療養費と緊急時施設療養費は、支給限度額管理の対象外の算定項目  
＿＿＿■■＿■＿＿＿＿＿＿  

※ PT・0丁による人員配置減算を適用する場合には、リハビ」テーション機能強化加算は算定しない。  

5  



平成18年4月改正箇所  
（詳細については、別紙1「平成18  

平成18年7月改正箇所  
（詳細については、別紙2「療養病  

についnを参照。）  

平成20年5月改正箇所  
（詳細については、別紺碧療  

に係る諮問についてIP7を参照。）  

ロ療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費  
についてIP32．33を参   

一等の見直uこ係る讃潤  

ナる介護報酬等の見直l  

什緋の   

象虚に伴う介扇  

設におt   

僻地の医師  
確保計画を  
届出たもの  
で、医師の  
数が基準に  
定められた  
医師の風教  
に68／100  

を乗じて得  
た数未満で  
ある場合  

僻地の医師 確保吉十画を  
届出たもの  
収外で、医  
師の戦が基  
準に定めら  
れた医師の  
見放に  
60／100を  
乗じて得た  
数未満であ  
る場合  

準に定めら  
れた看護用  

看護師が基   員の員軌ニ 20ノ100を 乗じて得た  

看護・介護 馳員の員数  
が基準に満  
たない場合  

利用者の数  
及び入院悪  
者の数の合  
計数が入鹿  
患者の定員  
を超える甥  
A  

条件基準を  
満たさない  在勤左行う 徴艮の勤務   場合  

基本部分  

a病院療養病床介護予防溜  
（－）病院療  

を病床介護予  防短期入所療  要支援2（667単泣）  
暴介…■書（【）  
看護（6：l〉  

介護く4：l〉  

く多床皇〉   要支援2（772単位）  

a，病院＃糞病床介護予防穎  
（1）病院療  
套病床介課  予防短期入  要支援2（622単位）  

所療養介護 ●   

（1Eにつき）  介護く5：1〉  搬入所療養介護費（】り  

（多床室〉   要支援2（727単位）  

a，病院機業病床介算予防穎  
（三）病院療  

纂病床介護予  防短期入所療  要支横2（591単位）  

暴介護費（正） 看護く6こ1〉  

介護く6二1〉  

く多庫裏〉   要支援2（696単位）  

a病院療養病床経過型介護 費  

（一）病院療  
塾病床漣過聖  
介諸手暁闇灘  要支援2（667単位）  
入所療要介護  
費（1）  

看護（6い  

憂病床経過  
型介護予肪  く多床室〉   要支援2（772単位）  
短期入所療  
慈介話手   

（1日につき）  塁病床経過聖  

二，一二・  栗支援2（667単位）  
入所療養介三雲  
☆（R）  

者昌隻′Bノ】〉  

介護く4．†〉   

多床空〉   妻支援2（772単位）   

（－）ユニット型病院療養病床介護予防短期  

く3）ユニツ   入所療養介護ナ（ユ）  

聖廟成規糞  
病床介護予  要支環2（781単位）  
肪短期入所  
■■介甘十   
（＝ヨにつき）  入所療養介護費（Ⅵ）  

くユニット型華個量）  要支援2（781単瞳）   

（4）ユニツ  （－）ユニット型病院擦養病床健過聖介護予   垂支嬢1（625単位）  型病院療養  防短期入所讃養介護費（＝   要支援2（781単位）   

病床麿過梨  
介護予価培  
卯入所療養   
介護費  
（1日につき）   要真珠2（781単位）   

＿＿＿＿＿＿…＿ま ＝特定診療黄は、支給限度額管理の対象外の算定項目  

※ 医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。  
※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。  



‥平成18年4月改正箇所  

‥平成20年4月改正箇所  
ハ療養病床を有する診療所における介護予防短期入所療養介護費  

皿
閻
閉
園
聞
闘
 
 
一
・
バ
小
‥
町
 
 
 

●：特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目  



平成18年4月改正箇所  
平成18年7月改正箇所  
（詳細については、別紙2「療暮病床再編成に伴う介護  

編西H誓の冒一首tノに係る語間妾について「を参照。）  

二老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費  

l  

利用者に対して 送迎を行う場合  
常勤のユニットリー  
ダTをユニット毎に  

配せしていない等  
ユニットケアにおlナ  

る体制が未整備で  
ある場合  

僻地の医師確保  
計画を届出たも  
ので、医師の教  
が基準に定めら  
れた医師の員数  
に60／10Dを乗じ  
て得た敷未満で  
ある場合  

僻地の医師確保  
計画を届出たも  
の以外で、医師  
の数が基準に定  
められた医師の  
員数に60／100  
を乗じて得た数  
来演である場合  

看護緬が基準に  
定められた看護  
職員の員数に  
20／100を乗じて  
得た数未満の場  
合  

a．認知症疾患製介護予   

（－）認知症疾  
大  学  票支援2（ 993卓也〉  

病  
陛  

介護（6：1〉  
く多床室〉   要支援2（1．098単位）  

（二）敦知症疾 患型介護予防  

丑（＝  

短期入所療養   

介護費（Ⅱ） く一般病院〉 看護く4：1〉  

介護く4こ1〉   く多床室〉   要支援2（1，039半枚）  

（り認知症  

疾患型介護  

予防短期入 所療養介護 費  防短期入所療養介護  
（1日につき）  

般  く多床室〉   要支援2（1．011単位）  

病 院  
惹型介護予防   
短期入所療養   
介護糞（Ⅳ）  
く一敗病痍〉  
看護く4：1〉  

介護〈6：1）   く多床皇〉   粟支援2（ 995単性）  

a二認知症疾患型介護予   
（五）認知症疾  

患型介護予防＝  
埋期入所療養  重責農2（ 828単位）  

介護費（Ⅴ） く 

一般病儀〉  
桂過捨置型  

く多床屋〉   要支援2（ 933単位）   

（－〉認知症疾患型経過型介護予防短期入所    要支援1（ 570単位）  
（2）認知症  
疾患聖経過   
型介護予防  

要支援2（ 73D単位）  

短期入所療 憂介護費  

（1日につき）  要支援2（ 835単位）  

8ユニット型．監知痘痕患   

型介護予防短期入所  

大 学  

病 院   
（3）ユニット  型介護予防短期入所  
型認知症疾  
患型介護予  

療養介護費（ii） （ユニット型華僑宴〉   

防短期入所  8†ユニット型認知症疾患   

療養介護菅  型介護予防短期入所  
（1日につき）  

認知症疾患型   

般 病 暁   
＝±・l  型介護予防短期入所  

療養介護♯い昭 くユニット型華僑皇〉   

特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目   



ホ基準適合診療所における介護予防短期入所療養介護費  

‥・平成18年4月改正箇所  

利用者の数及び  
入院患者の数の  
合計数が入院  
患者の定員を超  



‥・平成18年4月改正箇所  10 介護予防特定施設入居者生活介護費  

委託先である指定介護予防サービス事業者により  
介護予防サービスが行われる場合  が基準に満たない  

介護職員の員数  場合   
個別機能訓練加 算  看護・介護職員の  

員数が基準に満  
たない場合  

基本部分  

1日につき  

＋12単位  

‥・平成18年4月改正箇所  

（詳細については、別紙1「平成18年度介護報酬等の改定につい  

て」P25を参照。）  

11介護予防福祉用具貸与費  

基本部分  

l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿■＿＿．＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿－｝  

l‾‾、‾‾■‾‾1‾‾‾▲‾‾‾■■■■■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

牽いす付属品  

特殊寝台  
介護予防福祉用具  
貸与費  
（現に指定介護予防  
福祉用具貸与に要し  
た費用の額を当該事  
業所の所在地に連用  
される1単位の単価で  
醸して得た単位数）   

特殊寝台付属品  
床ずれ防止用具  
体位変換器  

歩行補助つえ  

認知症老人排梱感知機器  
移動用リフト  

：特別地域介護予防福祉用具貸与加算は、支給限度額管理の対象外となる算定項目  

※ 要支援1又は要支援2の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止  
用具、体位変換器、認知症老人排掴感知機器、移動用リフトを算定しない。（ただし、別に厚生労働大臣が定める  
状態にある音叉は施行の日より6か月を超えない期間において当該種目に係る指定介護予防福祉用具貸与を受  
ける者を除く。）  

10   



Ⅱ 指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造  

介護予防支援費  …平成18年4月改正箇所  
（詳細については、別紙1岬を参  

照。）  

11  

jI   



介 護 報 酬 の 算 定 構 造  

＝  地 域 密 着 型 サ  ー ビ ス  

Ⅰ指定地域密着型サービス介護給付貴単位数の算定構造  

1夜間対応型訪問介護費  

2 認知症対応型適所介護費  

3 小規模多機能型居宅介護費  

4 認知症対応型共同生活介護費  

5 地域密着型特定施設入居者生活介護費  

6 地域密着型介護老人福祉施設サービス  

Ⅱ 指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造  

1介護予防認知症対応型通所介護費  

2 介護予防小規模多機能型居宅介護費  

3 介護予防認知症対応型共同生活介護費   



Ⅰ指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造  

・・平成18年4月改正箇所  

（詳細については、別紙1「平成18  

参照。）  

1夜間対応型訪問介護費  
の改定について」P6、7を   

3級訪問介護  
員により行われ  

［脚注〕   

1．単位数算定記号の説明  
＋00単位  ⇒  所定単位数 ＋ 00単位  
一00単位  ∋  所定単位数 － 00単位  
×00／100 ＝∋  所定単位数 × 00／100  
十00／100 ∋  所定単位数 ＋ 所定単位数×00／100  



・平成18年4月改正箇  
（詳細については、別紙1「平成18  

2 認知症対応型適所介護費  
の改定について1P7を参照。）   



…平成18年4月  

（詳細については、別紙1「平成18  

照。）  

3 小規模多機能型居宅介護費  
の改定について」P5‡ト6を参  

平成18年4月  

ては、別紙1「平成18  
4 認知症対応型共同生活介護費  

の改定について1P7、」iを参  

要介護1   同  831単位〉  
イ承知痙対毎塾共  
同生活介護芦（1日  

に？き巨  要鍋如∴   由  882‡；単位）  

要介護5   田  90P単位）   
要介護－1   田  861単位）  

車軸抽筒醸撞  
悪弊謹華甲牒につ  
善〉 ≡：ニ912農位）  

要介護5＝   田  裏隠単位）  



・‥平成18年4月改正箇所  

（詳細については、別脚こつ  
いてIP8、9を参照。）  

5地域密着型特定施設入居者生活介護費  

個別機能訓練加 算  看護・介護職員の  
員数が基準に満  
たない場合  

1日につき  

十12単位   
×70／100  



についてIP9を参照。）   5地域密着型介護福祉施設サービス  平成18年4月改正箇所（詳矧こついては、別紙1「平成柑  



Ⅲ 指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造  

…平成1白年4月改正箇所  
（詳細については、別紙1「平成18  

1介護予防認知症対応型適所介護費  
の改定にMJP7を参照。）  

2時間以上3時  
間未満の介護  
予防認知症対  
応型適所介護  
を行う場合  

6時間以上8時間未  
満の介護予防認知  
症対応型適所介護  
の前衡こ日常生活上  
の世話を行う場合   

入浴介助を  
行った場合  

基本部分  

8時間以上  
9時間未満の場合   

＋50単位   
9時間以上  

10時間未満の場合   
＋100単位   

1日につき  

＋50単位   

8時間以上  
9時間未満の場合   

＋50単位   
9時間以上  

10時間未満の場合   
＋100単位   

8時間以上  
9時間未満の場合  

＋50単位   
9時間以上  

10時間未満の場合   
＋100単位  



平成18年4月改正箇所  

（詳細については、別紙1「平成18年度介護報酬  
等の改定についてIP5」；を参照。）  

2 介護予防小規模多機能型居宅介護費  

3 介護予防認知症対応型共同生活介護費  

夜勤を行う職員  
の勤務条件基  

‾一 ‾ 1‘‾  

議  




